








書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 
 

 

 

特定非営利活動法人キッズドア 

 

１ 事業の成果 

令和 3年 10月 15日、弊団体は認定 NPO法人として認められました。これまでの社会貢献活動が評価さ
れた結果と認識しています。 
 当年度は東京都、千葉県柏市、埼玉県草加市、および東北エリアでは宮城県仙台市、南三陸町の志津川
中学校と歌津中学校、志津川高等学校の支援活動を継続して行いました。活動拠点数は 64、学習会実施数
はおよそ 5,000回となっています。 
 大学受験対策講座【キッズドア学園】においては、新たに「医療コース」を設け、医学部等の医療系へ
の進学を目指す高校生等の支援をスタートしました。この初年度から医学部医学科に延べ 6名が合格する
という結果が出ています。 
コロナ禍への対応として、全国の生活困窮家庭を対象に昨年度よりスタートした、 
「ファミリーサポート」活動においては、食料品の物価上昇でさらに厳しい生活を余儀なくされている

状況を踏まえて、前年より食料等の支援・提供量を拡大しています。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業             （事業費の総費用【700,458】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

定款 第５条（１） 

こども支援活動 

 

学習支援 

（東京 

エリア） 

 
 
 
 
 
 

 

学習支援 

（仙台 
  エリア） 

・高校受験対策講座【キッズド

ア学園中等部】 

・大学受験対策講座【キッズド

ア学園高等部】 

・【キッズドア学園】医療コー

ス 

・英語塾 

・ひとり親家庭の小中学生学

習支援 

・生活保護世帯の中高生学習

支援 

・高校でのキャリア教育事業 

・小学校での学習支援事業等 

・外国にルーツをもつ子ども

支援 

・高校受験対策講座【タダゼ

ミ】 

・大学受験対策講座【ガチゼ

ミ】 

・英語塾 
・自習室 

4 月から土

曜・日曜日

を中心に定

期開催 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

4 月から土

曜・日曜日

を中心に定

期開催 

自習室は毎

日 

・キッズドア東京事務所 

 

・足立区生涯学習センタ

ー 

・三軒茶屋区民集会所・

成城ホール 

・目黒区役所 

・品川区立総合区民会館 

・板橋区、港区 

・江戸川区共有プラザ等 

・柏市 

・草加市 

・足立区 

・キッズドア仙台事業所 

 

 

 

1,000人 
 
 

 

 

 

 

150人 

 

ひ と り

親・低所

得世帯の

子ども 

 
 
 
 
1,500人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
390人 

288,335 

 
 
 
 
 
 

定款 第５条（１） 

こども支援活動 

・生徒の高校受験対策支
援 
 

9月～ 

3月 31日 

南三陸町

志津川中

学校・歌津

中学校 

3人 

宮城県南

三陸町の

中学生 

30人 3,278 

定款 第５条（１） 

こども支援活動 

 
拠点型学習支援 

・ひとり親家庭の中高生学習

支援 
・生活保護世帯の中高生学習
支援 

火曜日を除

く毎日 

平日：午後

３時～２０

時 

足立区内 50人 

ひ と り

親・低所

得世帯の

230人 91,318 

令和 3年度 事 業 報 告 書 



土日：正午

～２０時 

 

子ども 

定款 第 5条（1） 

 

こども支援活動 

 

 

・児童館の運営 
毎日 

午前 9 時～

午後 9時 

江戸川区

共育プラ

ザ 

40人 

ひ と り

親・低所

得世帯の

子ども 

250人 96,316 

定款 第５条（１） 

 

こども支援活動 

 

 

・宮城県南三陸町の高校生へ

の学習支援 

土、日曜日

を除く平日 

午後３時～

２０時 

南三陸町 

志津川高

等学校 

4人 

宮城県南

三陸町の

志津川高

校の生徒 

190人 12,575 

定款 第５条（５） 

こども支援に関す

る普及啓発事業 

 

・活動報告会(オンライン) 

 

 

・シンポジウム（オンライン） 

 

 

 

年間 1回 

 

 

年間 2回 

 

年間 1回 

キッズド

ア東京事

務局ラボ、

キッズド

ア東北事

務局等 

25人 

一般、ボ

ランティ

ア、行政

職、企業

CSR 担当

者等 

400人 37,347 

定款 第５条（５） 

こども支援に関す

る普及啓発事業 

 

・英語を使った体験型イベン

ト(オンライン) 

 

・英語を使ったクリスマス会 

 （オンライン） 

 

年間 3回 

（5月、 

6月,8月） 

年間 2回 

 

2月 

東京都内

各所 

各 10人 
 
 
各 10人 
 

10人 

ひ と り

親・低所

得世帯の

子ども 

各 20人 
 
 
各 30人 
 
30人 

6,236 

定款 第５条（３） 

こどもに関係する

企業・NPO・教育機

関・行政等との連

携事業 

・文京区内の就学援助世帯へ

の宅配事業コーディネート 

（文京区、認定 NPO 法人フロ

ーレンス、一般社団法人 RCFお

よび民間支援企業との協働事

業） 

年間３回 文京区 3人 
ひ と り
親・低所
得世帯 

各 650人 17,977 

定款 第５条（２） 

こどもに関する調

査研究・政策提言

活動 

 

・こどもの貧困実態に関する

調査 

 

年間 1回 

 

 

 

東京 

 

 

 

2人 
 
 

 

一般、ボ

ランティ

ア、行政

職、企業

CSR 担当

者等 

200人 
 
 
 

3,541 

定款 第５条（８） 

その他目的を達成

するために必要な

事業 

 

 

・生活困窮家庭への食料支援、

就労支援 

 

 

 

年間 2回 

 

 

 

全国 

 

 

 

 
 
5人 
 
 
 

 

ひ と り

親・低所

得世帯者

等 

 
4 0 , 0 0 0
人 
 
 
 

143,535 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

事業費 
（千円） 



なし  

  

  

 


























